
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＲ東日本労働組合 

発責 情報・宣伝部 

2023年 4月 3日 №604 

＜ＪＲ東日本の会社制度＞ 

単身赴任者等の負担を軽減！ 
★単身赴任、広域異動、広域出向の社員に交付していた「帰省用代用証」を廃止 

➡帰省地までの交通費を会社が支給し、年間 72枚を年間 48往復（片道 96回）に拡大！ 

➡最長の新幹線等乗車区間の営業キロを基準に、利用 1回（片道）につき「帰省援助金」を支給！ 

➡使用禁止期間を撤廃させる！（代用証では GW、お盆、年末年始期間の使用は禁止） 

➡別居手当 2万円の支給社員も「支給対象」に拡大！（これまでは 4万円の支給社員のみ） 

申第１号の取り組みを通じて要求を実現！ 
 

＜暮らし＞ 

生活関連の値上げが相次ぐ！ 
➡ハム・ソーセージなどの加工肉 

➡マヨネーズ、醤油などの調味料 

➡ヨーグルト、チーズなどの乳製品 

➡ケーキなどのお菓子類 

➡ビールなどのお酒 

➡宅配便（佐川急便、ヤマト運輸） 

➡公的年金は増額するも物価高で実質は目減り 


